
議案第４７号  

 

 

   議決事項の一部変更について（工事請負） 

 

令和８年１月14日令和７年第４回霧島市議会定例会で議決された議決第６号Ｒ７

霧島市民会館大規模改修工事（建築２工区）の請負契約について、下記のとおりそ

の一部を変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号

及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

17年霧島市条例第68号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 提 出       

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

第３項中「228,250,000円」を「262,524,900円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

Ｒ７霧島市民会館大規模改修工事（建築２工区）の請負契約について、旧共同利

用施設２階床スラブにたわみが確認され、追加の補強工事が必要となったことに伴

い、当該契約の金額を増額する変更契約を締結するため、議会の議決を求めるもの

である。 

 




